
障がいのある方ご本人が運転される場合 

注１ こう頭摘出による音声機能障害がある場合のみ対象とする。 

注２ ２級の１（両上肢機能の著しい障害）、２級の２（両上肢のすべての指を欠くもの）

のみ対象とする。 

注３ 上肢のみに機能障害がある場合は除く。 

 

 

障がいのあるご本人以外の方が運転される場合 

注１ ２級の１（両上肢機能の著しい障害）、２級の２（両上肢のすべての指を欠くもの） 

のみ対象とする。 

注２ ３級の１（両下肢のショバー関節以上で欠くもの）のみ対象とする。 
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